
エグゼクティブサマリー

事業名：被扶養者を対象にした成果連動型遠隔・訪問健康支援事業
健保名：佐賀銀行健康保険組合

●銀行健保において、被保険者に比べてアプローチが困難である被扶養者に対して、成果連動型で特定健診受診勧奨、保健指導参加勧奨、適正受診
勧奨および保健指導プログラムを実施した。

●参加勧奨は、郵送通知、被保険者を介した電話勧奨を実施。被扶養者の連絡先（電話番号、メールアドレス）取得までのステップが複数あり、被扶養者
の個人情報を効率的に取得する手法は改善が必要である。

●保健指導は、訪問、オンライン、薬局でのオンラインを設定した。オンライン、薬局でのオンラインにニーズがあり、被扶養者の保健指導へのアクセスを改善するこ
とにつながった。

●効果測定では、特定健診受診率、特定保健指導実施率、生活習慣改善の3項目でKPIを達成した。しかし、保健指導プログラムへのエントリーで当初
想定していた40名に達しなかった。

●地方銀行健保保健事業モデルとして「各地域に点在する被扶養者の効率的な個人情報取得手法の確立」が、健保・事業者で共有された。



１．目的

＜保健事業としての目的＞

＜PFS事業としての目的＞

本事業は、地方銀行健保の被扶養者を対象にした保健事業の諸課題を解決し、被扶養者の健診受診率及び保健指導実施率を
高めることで、生活習慣の改善、健康寿命延伸ひいては医療費適正化を図ることを目的とする。

＜事業実施にあたる背景・健康課題＞

令和元年度の被扶養者の特定健診実施率は56.0％、保健指導実施率は10.3％と被保険者と比較すると低位で推移しており、
＜要因①＞地方銀行健保特有の広域にまたがる被扶養者の居住による健診受診・保健指導へのアクセスが悪いおよび
＜要因②＞被扶養者の健康意識へのアプローチの困難さが事業実施する上での課題である。

これまで、被保険者への保健事業を優先的に取り組んでおり、被扶養者への取り組みはマンパワー的に課題があった。
今回、PFS事業を実施することで、民間事業者の創意工夫を活かしたノウハウ・マンパワーの効率的な活用が可能である。
成果連動型による事業実施上での課題を整理し、解決方策を取りまとめることで全国の地方銀行健保のモデルとなる成果連動型
保健事業を構築することを目的とする。



１．目的



２．事業内容

上記の通り、被扶養者に対して特定健診受診勧奨、保健指導参加勧奨、保健指導プログラム実施、効果測定を行った。
健保が対象者抽出、本事業の事前周知および効果測定を行い、事業者が参加勧奨および保健指導実施を行う役割分担を行った。
成果指標のうち生活習慣改善については、事業者が評価を実施し、健保が点検を行った。



３．PFS事業の支払条件・ロジックモデル

【指標の計算式】
成果指標①令和3年度被扶養者（40~74歳）特定健診受診者数÷令和3
年度被扶養者（40~74歳）数
成果指標②令和3年9月末被扶養者（40~74歳）特定保健指導実施数÷
令和3年度9月末被扶養者（40~74歳）特定保健指導対象者数
成果指標③保健指導プログラム参加者のプログラム参加前後の生活習慣ステー
ジを比較。事業者がアンケート実施。
成果指標④対象者の令和2年度と令和3年度の医療費（医科・調剤）を比較

目標値 設定根拠 支払い条件

成果指標① 65%以上 令和3年度データヘルス計画の目標値60%
を参照。

１．60～65%未満で500,000円
２．65%以上で1,500,000円

成果指標②
30%以上

令和元年度実績10.3%および令和3年度
データヘルス計画の目標値55%（被保険
者を含めた実施率）を参照。

１．20～30%未満で500,000円
２．30%以上で1,500,000円

成果指標③
参加者の60%以上が生活習慣改善

民間事業者の令和2年度実績（生活習慣
改善度61.2％）から、被扶養者を対象に
実施することを考慮して目標設定

保健指導プログラム参加者数×55,000円
×80%を支払う

成果指標④ 対象者の医療費10%以上減少 削減した医療費を原資にするため、支払い
条件は紐づかない

削減した医療費の50%を支払う（最大
1,000,000円）
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４．主な活動報告

活動項目 内容

１ 対象者抽出 健診・レセプトデータを活用して、被扶養者のうち令和3年度特定健診未受診者および令和２年度特定健
診未受診者・保健指導未実施者を抽出。
また特定健診未受診者のうち、腹部肥満・血圧・血糖・脂質のうち1つ以上のリスクを有する被扶養者を保健
指導プログラムの対象者とした。

２ 特定健診
未受診者受診勧奨

令和2年度及び令和3年度の被扶養者の特定健診未受診者に対して、過去の健診受診歴に応じてセグメ
ント化を行い、ナッジ理論を活用して特定健診受診勧奨を実施する。健診受診勧奨は①ハガキ郵送通知
②被保険者連絡③電話勧奨とし参加勧奨を行う。

３ 保健指導プログラム
参加勧奨

対象者リストを健診受診歴・治療歴でセグメント化し、ナッジ理論を活用して保健指導プログラム参加勧奨を
実施する。参加勧奨は①案内書面通知②被保険者連絡③電話勧奨とし、セグメントに応じた参加勧奨を
行う。

４ 保健指導プログラム
実施

保健指導プログラムは、月1回の３～６か月間とし、被扶養者のアクセス向上を意図して①自宅でのオンライ
ンまたは電話保健指導②調剤薬局でのオンライン保健指導を実施。

５ 効果測定 年度末に被扶養者の特定健診受診率、特定保健指導実施率を評価するとともに保健指導プログラム参加
者の生活習慣改善状況を評価。

６ 事業検討会議 健保（常務理事参加）と事業者で事業検討会議を年６回実施し、事業進捗報告、および事業実施上の
課題抽出及び解決方策の検討等を協議。



５．保健事業としての成果と評価

■対象者抽出条件および抽出された対象者数（１）特定健診未受診者

実施結果①対象者抽出 対象者抽出について、以下のとおり結果を示す。

対象者 抽出条件 対象者数

特定健診未受診者 令和2年度特定健診未受診者および令和3年度7月時点で
特定健診受診が確認できない被扶養者 ２７３名

令和2年度特定健診未受診者および令和3年7月時点で特定健診受診が確認できない特定健診未受診者は２７３名であった。

■対象者抽出条件および抽出された対象者数（２）保健指導プログラムA

対象者 抽出条件 対象者数

保健指導プログラムB 令和3年度7月時点で特定保健指導の対象となった
被扶養者 ３名

令和3年度7月時点で特定保健指導の対象となった被扶養者は3名であった。

■対象者抽出条件および抽出された対象者数（３）保健指導プログラムB

対象者 抽出条件 対象者数

保健指導プログラムA
令和2年度特定健診受診者のうち、腹部肥満、血圧、脂質、
血糖のいずれか1つ以上が保健指導判定値以上であった
被扶養者。

７２名

令和2年度、令和３年度特定健診受診者のうち、腹部肥満、血圧、脂質、血糖のいずれか1つ以上が保健指導判定値以上で
あった被扶養者は、７２名であった。



５．保健事業としての成果と評価

＜被扶養者への受診勧奨の流れ＞ 
① 令和 2 年度特定健診未受診者（被扶養者）及び令和 3 年 7 月時点で特定健診未受診者

（被扶養者）に対して、受診勧奨通知物を郵送配布 
② 令和 3 年１０月時点で特定健診受診状況を確認 
③ 令和 3 年 1２月時点で特定健診未受診者（被扶養者）について、被保険者への協力依頼を 

佐賀銀行健康保険組合より書面発送。協力依頼内容は、被扶養者の連絡先の提供。 
④ 被扶養者の連絡先を取得 
⑤ 被扶養者への電話による健診受診勧奨 
 

①

受診勧奨

通知物

配布

②

特定健診
受診状況
確認

③

被保険者
への協力
依頼

④

被扶養者
の連絡先
取得

⑤

被扶養者へ
の電話受
診勧奨

実施結果②特定健診受診勧奨 特定健診受診勧奨について、以下のとおり結果を示す。

■受診勧奨方法



５．保健事業としての成果と評価

■受診勧奨通知物（圧着はがき）

＜表面＞ ＜中面＞



５．保健事業としての成果と評価

対象者数

（A）

受診勧奨通知物
配布数

（B）

被保険者への
協力依頼数

（C）

被扶養者
連絡先取得数

（D）

被扶養者
電話受診勧奨数

（E）

２７３名 ２７３件
（１００%）

※B/A

１８９件
（６９.２%）

※C/A

８７件
（４６.０%）

※D/C

６４名
（７３.６%）

※E/D

■特定健診受診勧奨実績

令和3年８月に、特定健診受診勧奨対象者数２７３名に対して、受診勧奨通知物を２７３件（１００%）郵送配布した。
令和3年1２月時点で、被扶養者で特定健診未受診者１８９名（６９.２％）に対して、被保険者への協力依頼を行った。
協力依頼内容は、被扶養者の連絡先の情報提供であった。
被保険者の協力のもと、被扶養者で特定健診未受診者８７名（４６.０％）の連絡先を取得し、６４名（７３.６%）に

対して、電話による受診勧奨を行った。



■特定健診未受診者 年齢構成（令和３年１２月時点 ２１５名）

半数を５０代が占める。４０代３割、６０代２割という構成比となった。

５．保健事業としての成果と評価



■特定健診未受診者 受けたくない理由（７０名確認データによる）

・「勤務先で健診」の方は健康保険組合へ結果報告依頼を実施。
・「資料・受診券紛失」の方は、資料再送にて対応。

５．保健事業としての成果と評価



５．保健事業としての成果と評価

実施結果③保健指導プログラム参加勧奨 保健指導プログラム受診勧奨について、以下のとおり結果を示す。

■保健指導プログラム参加勧奨方法

①

参加勧奨

通知物

配布

②

被保険者への

協力依頼

③

被扶養者の

連絡先取得

④

被扶養者への

電話参加勧奨

＜被扶養者への保健指導プログラム参加勧奨の流れ＞
①令和2年度特定健診受診者のうち、腹部肥満、血圧、脂質、血糖のいずれか1つ以上が保健指導判定値であった

被扶養者に対して、保健指導プログラム参加勧奨通知物を郵送配付。
②被保険者への協力依頼を佐賀銀行健康保険組合より書類発送。協力依頼内容は、被扶養者の連絡先の提供。
③被扶養者の連絡先を取得
④被扶養者への電話による保健指導プログラム参加勧奨



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム参加勧奨通知物
プログラムA 対象者用

＜表面＞ ＜裏面＞



５．保健事業としての成果と評価

プログラム B 対象者用 

＜表面＞ ＜裏面＞



５．保健事業としての成果と評価

対象者数

（a）

受診勧奨通知物
配布数

（b）

被保険者への
協力依頼数

（c）

被扶養者
連絡先取得数

（d）

被扶養者
電話参加勧奨数

（e）

７８名 ７８件
（１００%）

※b/a

７８件
（１００%）

※c/b

６５件
（８３.３%）

※d/c

５７名
（８７.７%）

※e/d

令和3年１０月より、保健指導プログラム対象者７８名に対して、保健指導プログラム参加勧奨通知物を７８件
（１００%）佐賀銀行健康保険組合より配付した。
あわせて、保健指導プログラム対象者７８名（１００％）に対して、被保険者への協力依頼通知を行う。
協力依頼内容は、被扶養者の連絡先の情報提供であった。
被保険者の協力のもと、被扶養者で保健指導プログラム対象者６５名（８３.３％）の連絡先を取得し、５７名

（８７.７%）に対して、電話による保健指導プログラム参加勧奨を行った。

■保健指導プログラム参加勧奨実績



５．保健事業としての成果と評価

実施結果③保健指導プログラム実施
保健指導プログラム実施について、以下のとおり結果を示す。

■保健指導プログラム実施内容①～保健指導カリキュラム

生活習慣状況確認シート（事前） 
 

保健指導の実施に当たり、簡単なアンケートの記入のご協力をよろしくお願い致します。

あなたの現在の状況について該当する番号を回答欄にご記入ください。 

 

【身体活動について】 回答

あなたは 1 回 30 分以

上、軽く汗をかく運動

（水泳、水中ウォーキ

ングを含む）を週 2 回

以上行っていますか？ 

１）いいえ、半年以内に始めようとは考えていません 

２）いいえ、半年以内に始めようと考えています 

３）いいえ、しかし１ヶ月以内に始めようと考えています 

４）はい、半年未満継続しています 

５）はい、半年以上継続しています 

 

【野菜摂取について】 回答

1 日の食事の中でたく

さんの野菜を食べてい

ますか 

１）いいえ、半年以内に食べようと考えていません 

２）いいえ、半年以内に食べようと考えています 

３）いいえ、1 カ月以内に食べようと考えています 

４）はい、食べ始めて半年以内です 

５）はい、食べ始めて半年以上継続しています 

 

【飲酒について】 回答

1 日 1 合までとし、週

に最低 2 日は休肝日を

作るような適切な飲酒

習慣についてどのよう

にお考えですか？ 

１）関心はない 

２）適正な飲酒をしなくてはいけないと思うが、実行できない 

３）適正な飲酒を 1 ヶ月以内に実行したい 

４）適正な飲酒を実行して半年未満である 

５）適正な飲酒を実行して半年以上である 

６）酒を飲まない 

 

【たばこについて】 回答

あなたは禁煙すること

にどのくらい関心があ

りますか 

１）関心はない 

２）関心があるが、半年以内に禁煙しようとは考えていない 

３）６ヶ月以内に禁煙しようと考えている 

４）1 ヶ月以内に禁煙しようと考えている 

５）禁煙を実行して半年以内継続しています 

６）禁煙を半年以上継続している 

７）喫煙していない 

 

 

■保健指導プログラム実施内容②～生活習慣状況確認シート



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム実施内容③～健康づくり資料資料① ※事前にご自宅へ郵送



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム実施内容③～健康づくり資料資料② ※事前にご自宅へ郵送



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム実施内容③～健康づくり資料資料③（目標シート、特定保健指導ご案内） ※事前にご自宅へ郵送



５．保健事業としての成果と評価

■健康サポートプログラム A・Ｂ 参加者リスト ＜合計２９名＞

参加者番号 年齢 居住エリア プロ
グラム 参加者番号 年齢 居住エリア プロ

グラム 参加者番号 年齢 居住エリア プロ
グラム

1 410-xxxx 62 佐賀市鍋島 A 11 410-xxxx 66 佐賀市新栄東 A 21 410-xxxx 56 佐賀市神野東 A

2 410-xxxx 55 佐賀市兵庫南 A 12 410-xxxx 54 長崎県西彼杵郡 A 22 410-xxxx 56 筑紫野市紫 A

3 410-xxxx 49 福岡市南区向野 A 13 410-xxxx 51 佐賀市材木 A 23 410-xxxx 57 神埼市神埼町鶴 A

4 410-xxxx 60 佐賀市木原 A 14 410-xxxx 44 佐賀市蓮池町 A 24 410-xxxx 46 佐賀市嘉瀬町扇町 A

5 410-xxxx 53 佐賀市水ヶ江 A 15 410-xxxx 47 埼玉県越谷市 A 25 410-xxxx 52 佐賀市神野西 A

6 410-xxxx 46 佐賀市若宮 A 16 410-xxxx 44 福岡市城南区 A 26 410-xxxx 51 佐賀市神野西 A

7 410-xxxx 51 武雄市武雄町 A 17 413-xxx 59 筑紫野市二日市北 A 27 410-xxxx 57 久留米市 大橋町 A

8 410-xxxx 63 佐賀市高木瀬西 A 18 410-xxxx 49 筑紫野市二日市北 A 28 410-xxxx 50 佐賀市 伊勢町 A

9 410-xxxx 57 佐賀市高木瀬西 A 19 410-xxxx 60 佐賀市高木瀬東 A 29 410-xxxx 64 佐賀市 高木瀬東 Ｂ

10 410-xxxx 57 佐賀市六座町 A 20 410-xxxx 54 鳥栖市土井町 A
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佐賀県佐賀市, 
59%

佐賀県 佐賀市以
外, 14%

福岡県 , 
21%

長崎県, 3%

埼玉県, 3%

■プログラム参加者居住地 構成比

佐賀県内からが約７割、県外からが約３割の参加比率となった。
佐賀県からは、佐賀市、神埼市、鳥栖市、武雄氏からの参加、
福岡県からは、福岡市、筑紫野市、久留米市からの参加があった。



５．保健事業としての成果と評価

■プログラム参加者年齢構成比

一番多かったのが５０代の参加。全体の半数以上を占める。

45～49歳, 
24%

50～54歳, 
28%

55～59歳, 
28%

60~64歳, 
17%

65～69歳, 3%



５．保健事業としての成果と評価

■初回面談方法について

ご自身のスマホを使っての面談が全体の約６割を占める。
スマホの使用が不安な方は、薬局でのオンライン面談へ誘導した。
両方の条件に合わない方が電話での実施となった。

 
 

自宅オンライン
（スマホ）, 

59%
薬局オンライン, 

24%

電話, 17%



５．保健事業としての成果と評価

実施結果④効果測定 効果測定について、以下のとおり結果を示す。

被扶養者数
（40-74歳）

①

特定健診受診勧奨
通知実施数

②

特定健診受診勧奨
電話勧奨実施数

③

特定健診受診者数
特定健診受診率

④

４５８ 名 ２７３ 名 ６４ 名 ３１１ 名
６７．９％※

■被扶養者 特定健診受診率

保健指導プログラム
対象者数

①

保健指導プログラム
参加者数

②

保健指導プログラム
参加率

③

７２ 名 ２９ 名 ４０．３％

■被扶養者 保健指導プログラム参加率

被扶養者への特定健診受診勧奨の結果、被扶養者の特定健診受診率は６７．９％であった。
※参考比較（被扶養者特定健診受診率） 令和元年度：５６．０％ 令和２年度：５５．３％

被扶養者への保健指導プログラム参加勧奨の結果、被扶養者の保健指導プログラム参加率は４０．３％であった。



５．保健事業としての成果と評価

■生活習慣状況アンケート結果

参加者29名中、24名について1ステージ以上の
改善が見られた。（改善率８２.８％）
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身体活動
介入後

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

介入前

無関心期 2 ２ １

関心期 1 1 2 1

準備期 1 4

実行期 1

維持期 1 1 1 10

改善（ステージ1つ以上上昇） １４名/２９名（４８.３％）

維持（準備期以上の同一ステージ） １１名/２９名（３7.９％）

悪化（ステージ1つ以上低下） ３名/２９名（１０.３％）

停滞（無関心期・関心期維持） 1名/２９名（３.５％）

■保健指導プログラム参加者生活習慣改善状況（身体活動）

保健指導プログラム参加者のうち、１４名（４８.３%）が身体活動に関する生活習慣ステージが改善した。



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム参加者生活習慣改善状況（野菜摂取）

野菜摂取
介入後

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

介入前

無関心期 １

関心期 １

準備期 ２ １５ １

実行期

維持期 9

改善（ステージ1つ以上上昇） １８名/２９名（６２.１％）

維持（準備期以上の同一ステージ） １１名/２９名（３７.９％）

悪化（ステージ1つ以上低下） ０名/２９名（0％）

停滞（無関心期・関心期維持） ０名/２９名（0％）

保健指導プログラム参加者のうち、１８名（６２.１%）が野菜摂取に関する生活習慣ステージが改善した。



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム参加者生活習慣改善状況（飲酒）

保健指導プログラム参加者の全員が、参加当初から適切な飲酒を実行している、または酒を飲まない方々であった。
その全員が当初の状況を維持できたという結果であった。（維持１００％）

飲 酒
介入後

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

介入前

無関心期

関心期

準備期

実行期 1

維持期 ２８

改善（ステージ1つ以上上昇） 0名/２９名（0％）

維持（準備期以上の同一ステージ） ２９名/２９名（１００％）

悪化（ステージ1つ以上低下） ０名/２９名（０％）

停滞（無関心期・関心期維持） 0名/２９名（0％）

※「酒を飲まない」は、維持期に含む



５．保健事業としての成果と評価

■保健指導プログラム参加者生活習慣改善状況（喫煙）

保健指導プログラム参加者の全員が、参加当初から喫煙しない方々であった。
その全員が当初の状況を維持できたという結果であった。（維持１００％）

※「喫煙しない」は、維持期に含む

喫煙
介入後

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

介入前

無関心期

関心期

準備期

実行期

維持期 ２９

改善（ステージ1つ以上上昇） 0名/２９名（0％）

維持（準備期以上の同一ステージ） ２９名/２９名（１００％）

悪化（ステージ1つ以上低下） 0名/２９名（0％）

停滞（無関心期・関心期維持） 0名/２９名（0％）



事業検討会議について、以下の通り結果を示す。

【第1回事業検討会議】
日 時：令和３年７月２１日 １４：００～１５：３０
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長、

九州PFS研究所 松尾氏、山元氏、ミズ 田久保氏、杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：①契約書、仕様書、再委託承諾申請書の確認 ②事業内容について確認 ③事業実施スケジュールの確認 ④その他確認事項等

５．保健事業としての成果と評価

実施結果⑤事業検討会議



【第２回事業検討会議】
日 時：令和３年１０月２０日 １０：００～１１：００
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長、

九州PFS研究所 松尾氏、山元氏、 ミズ 田久保氏、杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：①プログラム参加勧奨における今後の進め方について ②プログラム実施について ③特定健診受診に向けた推奨について

④ その他、確認事項等

５．保健事業としての成果と評価



【第３回事業検討会議】
日 時：令和３年１２月１５日 ９：３０～１０：１５
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長

九州PFS研究所 松尾氏、山元氏、ミズ 杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：①プログラム A・B 参加勧奨と現在の参加状況について ②特定健診受診に向けた勧奨について～受診状況の共有と今後の対策

③重複・頻回受診者、重複・多剤投薬者データ抽出と実施予定について ④その他、確認事項等

５．保健事業としての成果と評価



【第４回事業検討会議】
日 時：令和４年１月３１日 １０：００～１０：３０
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長、九州PFS研究所 山元氏、ミズ 杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：① プログラム A の現在の参加状況について（進捗報告） ② プログラム A 参加者増への対策について ③その他、確認事項等

５．保健事業としての成果と評価



【第５回事業検討会議】
日 時：令和４年２月２８日 １０：００～１０：４０
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長、九州PFS研究所 山元氏、ミズ 杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：①プログラム A：プログラム進捗状況と追加対象者への参加勧奨について ②特定健診受診勧奨業務の進捗状況について

③その他、確認事項等

５．保健事業としての成果と評価



【第６回事業検討会議】
日 時：令和4年3月２4日 １３：００～１４：１５
場 所：佐賀銀行本店 会議室
参加者：佐賀銀行健康保険組合 田中常務理事、原口事務長

九州PFS研究所 松尾氏、山元氏、ミズ 杉本氏、くまもと健康支援研究所 森山氏
協議内容：①プログラム実施進捗報告（成果指標における途中経過） ②本事業における課題とその解決方法について

③今後のスケジュール確認（精算・報告書提出） ④その他、確認事項等

５．保健事業としての成果と評価
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成果指標の内容と達成状況

特定健診受診
対象者

特定健診
受診者数 受診率

４５８名 ３１１名 ６７．９％

■成果指標の内容～成果指標①～

■成果指標の内容～成果指標②～

特定保健指導
対象者 特定保健指導者数 実施率

３名 １名 ３３．３％

成果指標名① 特定健診受診率

指標の定義 被扶養者の特定健診受診率

指標の計算方法 健保組合が、令和3年度の被扶養者の特定健診受診率を算出

対象データ 特定健診データ

データ入手方法 健診機関よりXMLデータ授受（支払基金経由含む）

目標値 65%以上

評価時期 平成4年3月末

成果指標名② 特定保健指導実施率

指標の定義 被扶養者の特定保健指導実施率

指標の計算方法 健保組合が、令和3年度８月末までの特定健診受診者に占める被扶
養者の特定保健指導実施率を算出する。

対象データ 特定保健指導データ

データ入手方法 委託先よりXMLデータ授受
目標値 30%以上

評価時期 平成4年3月末

＜参考比較＞
被扶養者 特定健診受診率
令和元年度 ５６．０％
令和２年度 ５５．３％

＜参考比較＞
被扶養者 特定保健指導実施率
令和元年度 １０．３％
令和２年度 １６．７％
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プログラム参加者 生活習慣改善者数 改善率

２９名 ２４名 ８２．８％

■成果指標の内容～成果指標③～
※行動変容ステージは無関心期から維持期までの5段
階で評価。
身体活動、野菜摂取、飲酒、喫煙のいずれかで
1段階以上ステージが上がった場合を改善と定義する。

■成果指標の内容～成果指標④～

※令和2年度の被扶養者のレセプトデータを分析したと
ころ、「がん」「精神障害」「透析」「認知症」を除いて、重
複受診者、頻回受診者、重複投薬者、多剤投薬者は
該当者がいなかった。
コロナによる受診控えが影響していると考えられる。

成果指標名③ 生活習慣改善度

指標の定義 保健指導プログラム参加者の生活習慣改善状況

指標の計算方法 保健指導プログラム参加者の事前事後の身体活動ステージ、野菜摂取
ステージ、飲酒ステージ、喫煙ステージを比較する。

対象データ 保健指導プログラム参加者のアンケート結果

データ入手方法 保健指導プログラム参加者へのアンケート調査。

目標値 参加者の60%以上が生活習慣を改善

評価時期 平成4年3月末

成果指標名④ 重複・頻回受診者、重複・多剤投薬者医療費適正化
指標の定義 重複・頻回受診者、重複・多剤投薬者の適正受診

指標の計算方法

以下の通り指標を定義する。※「癌」「精神障害」「透析」「認知症」の者
を除外
●重複受診者：同一診療月内に同一傷病名が複数存在する者
▶6か月間の中で3か月以上該当（人数が少ない場合は1か月該当で
も対象者とする）
●頻回受診者：レセプト１件あたりの診療実日数が15日以上の者
▶6か月間の中で3か月以上該当（人数が少ない場合は1か月該当で
も対象者とする）
●重複投薬者：同月内に同一医薬品が２か所以上の医療機関から
処方、調剤がなされている者
●多剤投薬者：同月内に６種類以上の調剤がなされている者
各指標に沿って令和2年度と令和3年度の医療費を比較

対象データ レセプトデータ
データ入手方法 保健指導プログラム参加者のレセプト確認
目標値 対象者の医療費10%減少
評価時期 令和4年3月
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項目 成果

指標（＝ロジック検証）について 特定健診受診勧奨と特定保健指導参加勧奨のタイミングに連動性が欠けていたため、特定保健指導実
施率向上にはつながらなかった。しかし、生活習慣病発症・重症化予防を目的とした生活習慣改善におい
ては、保健指導プログラムによる改善率82.8％という結果となり、中長期的に健康寿命の延伸ひいては医
療費適正化を期待できるものとなった。

指標の定義・計算方法について データの取得も容易で、適切な定義であった。

成果指標の目標設定について 年度内に参加勧奨を繰り返し実施しており、事業者にとっては厳しい目標であった。

成果指標の結果について 民間事業者にとっては、常にKPIを意識した事業実施となっており、固定報酬での同一事業より成果を上げ
ることができたと考える（固定報酬では、KPIに固執することはなかったと考えられる）

成果指標に対する支払条件について 事業者にとって適切なリターンであった。

費用対効果について 費用対効果については、単価設定を積極的支援の単価をベースにしており、費用が現行の積極的支援を
上回ることはないが、成果が上がらなかった場合は支出を減らすことができ、賢い支出につながると考えらる。



■今回の事業における課題・改善案
項目 問題点・改善案

１ 被扶養者への連絡手段
（連絡先確認方法）の簡
素化

健保では、被扶養者の連絡先は、把握できておらず、被扶養者の連絡先の取得が必要。
被扶養者の連絡先の取得は、被保険者に対し、①連絡先確認のお願い書面を送付、②
勤務中に電話にて連絡先確認、という流れのもと連絡先を確認し、被扶養者への電話勧
奨を実施。

＞＞（問題点）勤務時間内の確認ということもあり、被保険者との確認に時間を要する。
または、連絡が取れず確認できないケースもあり。

改善案：被扶養者への効率・効果的な保健事業を実施するためには、各種事業を実施
するなかで、被扶養者の携帯電話番号やメールアドレス等を取得・同意のうえ、
健保の保健事業に幅広く活用できるよう情報を蓄積していく。

２ 参加への行動誘発に向けた
対策

a.自覚症状が無いため、予防に関する興味が薄い。また必要性を感じていない。
または、健康意識が高い。
→ 未病段階における“予防”の重要性、また専門家による正しい健康知識取得の重

要性の事前説明強化。
b.平日はパート勤務。時間がとれない。

→ 週末プログラムの設定。また、都合の良い時間で個別にスケジュール調整を行うこと
を募集書面上に明示する。

c.オンライン面談実施への不安。
→ 溝上薬局での実施の詳細案内、また電話サポート等ご希望に応じる旨の事前告

知。

３ インセンティブの効果的な設
定

→ 募集チラシでの明示。対象者が女性であることを念頭におき、プログラム参加者のみ利
用できる健康イベントや割引等特典の検討。

７．今後の事業方針



７．今後の事業方針

①被扶養者への特定健診受診勧奨、特定保健指導の継続的な実施

・今回、事業実施により被扶養者の個人情報（携帯電話等）を取得しており、令和4年度特定健診
受診状況を確認し、直接受診勧奨を行うとともに、特定保健指導対象者となった場合は、特定保健
指導参加勧奨を実施する。

②被扶養者の個人情報取得

・被扶養者への受診勧奨および保健指導実施率向上方策を実施するためには、被扶養者の個人情報
（携帯電話等）を保健指導の目的で取得する必要があり、本事業で取得した被扶養者以外の個人
情報取得について、健康づくりイベント等を活用して計画的に取得していく。

③成果連動型での保健事業の検討

・今回の事業で習得した「被扶養者向けの保健事業」のノウハウを活用し、健保での保健事業の推進を
行っていくが、民間事業者や専門事業者に委託した方がより効果的な事業については、本事業における
結果を踏まえて、成果連動型での保健事業の実施を検討していく。

■今回の実施をふまえた今後の事業について


